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当事務所のご紹介
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https://ec-zeirishi.com/

■「EC向け会計・税務総合ポータルサイト」を運営

■電子書籍もKindle出版で好評発売中

『ネットショップのための確定申告入門』
（2022年11月発売）

https://ec-zeirishi.com/
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決算書とは
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会計期間（1月1日～12月31日）

1/1 12/31

9

１年間の経営成績を明らかにする

年末時点の財政状態を明らかにする

損益計算書

貸借対照表
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青色申告とは
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・複式簿記による記帳

・損益計算書/貸借対照表の作成

・法定期限内に申告書を提出

最大65万円 を

所得から控除

▼

所定の期間内に「青色申告承認申請書」を税務署に提出

青色申告特別控除

青色申告の要件

「白色申告」とは
・事前に申請が必要なく、比較的簡単な「簡易簿記」で対応可能。
・青色申告のような特別控除がなく、赤字の繰越もできません。



収入とは．．．
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売上金額 ＝ 収入

補助金・助成金

Amazonでの売上金額
Amazon以外での売上金額（他の販売サイトを利用した場合）

各種の助成金等

※販売手数料・送料等を差し引く前の金額が収入金額となります

入金が翌月であっても、売上が確定した月に売上計上します。
例：12月に売上確定、1月に入金 → 売上計上は12月

売上金額

売上計上のタイミング

発生主義



経費とは．．．

事業を行うために直接発生した費用のことです。

収入 － 売上原価 － 経費 ＝ 所得

所得に対して税金がかかるので、経費が大きいほど税金は安くなります

私的支出、借入金の返済などは経費にできません。

ネットショップ運営にかかる経費の例

プロバイダー
・サーバー料金

Amazon
手数料・送料

事務所家賃
電気代等

事務用品
など

自宅の家賃
電気代等

プライベート
の食事代

国民年金
保険料

借入金の返済
など
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会計期間（1月1日～12月31日）

決算整理
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16

1/1 12/31

損益計算書

貸借対照表

決算書（損益計算書・貸借対照表）の「金額を確定」する



自宅で仕事をしているなど、生活費と事業費が混在している場合、
費用の一部を経費とすることができます。
事業にかかった経費を合理的な基準によって分けることを家事按分といいます。

家事按分

17

※家事按分の基準について、明確な取り決めはありませんが、
基準を決める理由は合理的なものであることが求められます。

事務所として：20％ → 家賃の20％を経費（地代家賃）にできる
自宅として：80％ → 80％分は経費にできない

事務所として：30％ → 家賃の30％を経費（地代家賃）にできる
自宅として：70％ → 70％分は経費にできない

使用面積で按分

使用時間で按分

家賃の例

事務所・店舗 自宅兼事務所 自宅

計上できる
事業を営む上で必要

一部を計上できる
事業と生活両方に必要

計上できない
事業を営む上で必要でない

の対象家事按分 生活費全額必要経費



減価償却費
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2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年

減価償却資産

50万円

上記を満たすものは、減価償却資産（固定資産）という扱いになります。
減価償却資産の取得費は、全額を取得した年の経費にはできず、
指定された耐用年数に応じて、毎年経費（減価償却費）にしていきます。

価値が
だんだん減る

使用可能期間
1年以上

取得価格
10万円以上

10万円以上の
ものを買ったら

注意！

取得価格：300万円
耐用年数：6年
定額法(※)の場合

※ 定額法：毎年同額を経費にする方法
定率法：初年度に経費にできる金額が大きく、その後年々減少していく方法

50万円 50万円 50万円 50万円 50万円

機械装置

工具器具備品

ソフトウェア

例えば



ネットショップの

確定申告の入門
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確定申告とは
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「所得（もうけ）」に対してかかる税金（所得税）を計算して報告する手続きです。

対象となる年の翌年の2月16日から3月15日まで期 限

令和4年
(2022年)

令和5年
（2023年）

今回は・・・

提 出 先 納税地を管轄する税務署
事業所等を納税地として届出している人を除き、
納税地は一般に自宅の住所地

厳守!!



提出書類（青色申告の場合）
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提示・または表面及び裏面の写し

① 確定申告書

④ マイナンバーカード

② 青色申告決算書

※マイナンバーカードがない場合
番号確認書類と身元確認書類の2種類の書
類の提示あるいは写しの添付が必要

貸借対照表
損益計算書 等

③ 控除を受けるための添付書類

源泉徴収票
生命保険料控除証明書
寄附金受領証明書（ふるさと納税）

など



所得税額の計算の流れ
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収入

必要経費

所得
控除

所得

課税
所得

税額
納付額

税額控除
×税率

青色申告特別控除
複式簿記なら最大65万円
簡易簿記なら10万円

（所得税及び復興特別所得税）
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所得控除
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所得税を計算する際に、各納税者の個人的な事情を反映するための
仕組みとして「所得控除」があります。

※確定申告書では「所得から差し引かれる金額」という記載になっています。

社会保険料控除

小規模企業共済等掛金控除

生命保険料控除

地震保険料控除

配偶者（特別）控除

扶養控除

寄附金控除

基礎控除

他、全部で14種類

確定申告書



税額控除
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所得税計算後に、一定の要件で直接税額から差し引くことが
できます。

他

配当控除

住宅ローン控除

（住宅借入金等特別税額控除）

確定申告書

住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、
取得者の金利負担の軽減を図るための制度

「年末の住宅ローン残高×0.7％」が
所得税・住民税から控除されます。
（入居時期等によって異なります。）

※確定申告書では「税金の計算」という記載になっています。



概
要

取引先の倒産時に、無担保・無保証人で

掛金の最高10倍まで借入れが

できる制度（上限8,000万円）

掛
け
金

月5,000円～200,000円（5,000円単位）

最大で年間240万円
（積立限度額800万円）

控
除

全額が必要経費の対象

概
要

個人事業主や小規模企業の経営者のための

退職金積立制度

掛
け
金

月1,000円～70,000円（500円単位）

最大で年間84万円

控
除

全額が所得控除の対象

節税対策
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国が運営する「中小企業基盤整備機構」の共済制度を
使うと、節税しながら退職金の積立などができます。

小規模企業共済
経営セーフティ共済

（中小企業倒産防止共済制度）
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節税対策

ふるさと
納税

（寄付金）

控除額

自己負担
2,000円

住民税
からの

控除

所得税
からの

控除

【ふるさと納税した年の所得税から控除】
①（ふるさと納税額－2,000円）×「所得税の税率」

【ふるさと納税した翌年の住民税から控除】
②基本分：（ふるさと納税額-2,000円）×10％

③特例分（AとBいずれか小さいほう）：
A（ふるさと納税額－2,000円）×（100％－10％（基本分）

－所得税の税率）
B（住民税所得割額）×20％

①＋②＋③A ＝ 控除額 となります。

ふるさと納税額の
約3割の返礼品が
もらえる！

ふるさと納税とは応援したい自治体に寄付ができ、
寄付金が所得税・住民税の控除の対象となる制度です。

※上限額を超えてふるさと納税をした場合は③Bの適用となり、
実質的な自己負担額が2,000円以上になります。

※ワンストップ特例制度とは
確定申告が必要ない給与所得者のための制度で、
所得税からの控除は行われず、翌年の住民税から控除されます。

※ 個別の事情に応じて、限度額は変わります。



消費税と

インボイス制度



消費税の納税義務

原則：基準期間の課税売上高が1,000万円を超えたこと

により翌々年に消費税の課税事業者となります。

消費税の納税義務

30

令和4年
（基準期間）

令和5年 令和6年

免税事業者 免税事業者 課税事業者

売上が1,000万円超

翌々年

消費税の
申告・納付
が必要

消費税の
申告・納付
が免除



売上 10,000円

消費税 1,000円

消費税の納税義務

31

仕入 8,000円

消費税 800円

税務署
預かった

800円

預かった

1,000円
支払った

800円

＝200円

－

1,000円

消費税を負担するのは消費者ですが、消費税課税事業者は
消費税を申告し、納付する義務があります。

消費者販売店メーカー

間接的に納税

※消費者が間接的に消費
税を納めることから、
「間接税」といいます。

預かった消費税額から
支払った消費税額を
差し引くことを
「仕入税額控除」
といいます。



インボイス制度
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＝「適格請求書」を発行して保存する制度

発行者の氏名・名称
取引の年月日
取引内容
取引金額
受取者の氏名・名称
登録番号
税率ごとの消費税額

必要項目

①適格請求書（インボイス）をもらわないと
「仕入税額控除」ができません。

預かった

1,000円
支払った

800円

＝200円（納税）

－

前頁の例だと・・・

預かった

1,000円

＝1,000円（納税）

支払った
消費税を
差し引け
ない

令和5年（2023年）10月1日～導入

＜適格請求書＞

＜注意！＞

※顧客のほとんどが一般消費者（個人）の場合は影響は
少なくなります

「適格請求書発行事業者」になるには、
消費税課税事業者であることと、登録が
必要です。

②「免税事業者」は、適格請求書（インボイス）
を発行することができません。

インボイス制度開始後、免税事業者は課税事業者
から敬遠される可能性があります。



インボイス制度のスケジュール
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令和5年3月31日
（2023年）

令和5年10月1日
（2023年）

登録申請手続きの期限
（令和5年10月1日から
登録を受ける場合）

令和8年9月30日
(2026年)

令和11年9月30日
(2029年)

経過措置②
仕入税額

相当額の50%

経過措置①
仕入税額

相当額の80%

インボイス開始

控除不可



参考資料



損益計算書
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一定期間の収益及び費用を表示することで、その期間の損益状況と利益の発生原因がわかります。

損益計算書
売上高 ××××××
売上原価 ×××××
売上総利益 ××××
営業利益 ×××

経常利益 ×××
税引前当期純利益 ××
当期純利益 ××

▲販売費及び一般管理費



損益計算書

36

売上総利益 → 商品の魅力
（ 売上総利益率 ＝ 売上総利益 ／ 売上高 × 100）

営業利益 → 本業の儲け
（ 営業利益率 = 営業利益 ／ 売上高 × 100）

経常利益 → 企業全体の強さ
（ 経常利益率 = 経常利益 ／ 売上高 × 100）



貸借対照表

3
7

資産、負債、純資産といった会社の財政状態が表示されています。

【流動資産】
１年以内に換金で
きるもの

【固定資産】
１年超をかけて消費
していくもの

【流動負債】
１年以内に返済し
なければならない
もの
【固定負債】
１年超かけて返済す
ればよいもの

【純資産】
資本金と過去から
の利益蓄積

＜資 産＞ ＜負 債＞

借入金

資本

37



青色申告の主な特典

38出典：「帳簿の記帳のしかた-事業所得者用（国税庁）より抜粋」



一般的な必要経費

39出典：「帳簿の記帳のしかた-事業所得者用（国税庁）より抜粋」



帳簿書類の保存期間

40出典：「帳簿の記帳のしかた-事業所得者用（国税庁）より抜粋」



所得税の税率

41出典：国税税ウェブサイトより



ご清聴いただき、ありがとうございました。

当事務所が運営するＥＣ・ネットショップの会計専門サイト
「ＥＣ専門税理士.com」では、会計・税務の初心者向けに
節税対策、確定申告、法人化などの情報発信を行っています。

今回のセミナー参加特典として、同サイトに本日17時から
「本日のセミナー資料（投影資料）」を期間限定で
公開（無料ダウンロード可）します。

（URL） https://ec-zeirishi.com

また、事業拡大に伴い、会計・税務、法人化等で
顧問税理士をお探しでしたら、
当事務所へお気軽にお問合せください。

Presented by

https://ec-zeirishi.com/

